
可搬型ポンプ等の各社所有台数（1／2）  2023年8月28日

北海道 東北 東京 中部 北陸

①　災害応援等で自治体から貸
与希望の可能性のある資機材
（可搬型ポンプ車、ホース展張
車、電源車）のうち、原災法に基
づき各社防災業務計画に記載し
ている原子力防災資機材

「シビアアクシンデント対策等に関する主な資機材」として以下の
とおり記載しており、必要数および予備について明記していな
い。
【可搬型ポンプ車】
　　可搬型大容量海水送水ポンプ車：３台、可搬型大型送水ポン
プ車：１３台、可搬型中型送水ポンプ車：１台
【ホース展張車】
 　　ホース延長・回収車（可搬型大容量海水送水ポンプ車用）：２
台、ホース延長・回収車（可搬型送水ポンプ車用）：８台
【電源車】
　　可搬型代替電源車：８台

（女川）
代替注水車：３台
大容量送水ポンプⅡ：２台
電源車：７台
化学消防自動車：１台

（東通）
大容量送水ポンプ：１台
電源車：４台
化学消防自動車：１台

※女川においては，2023年度修正時に②③を合わせた数字（必
要数＋予備）を記載する予定

【福島第一】
・消防車：6台
・電源車：4台

【福島第二】
・消防車：2台
・電源車：8台

【柏崎刈羽】
・消防車：8台
・大容量送水車：5台
・電源車：4台

可搬型ポンプ車、ホース展張車、電源車ともに記載なし。

なお、重大事故対策等により整備した主な資機材として以下のも
のを確保している旨を、防災業務計画に記載している。
・可搬式動力ポンプ12台
・災害対策用発電機13台
・可搬型発電機10台

可搬型ポンプ車，ホース展張車，電源車ともに「原子力防災資機
材」として記載なし。

なお，「原子力防災資機材以外の資機材」として以下を防災業務
計画に記載している。

大容量電源車：２台
消防車：２台

②　災害応援等で自治体から貸
与希望の可能性のある資機材
（可搬型ポンプ車、ホース展張
車、電源車）のうち、炉規法に基
づき保安規定に記載している資
機材

「第17条の２　電源機能等喪失時の体制の整備」で、「電源機能
等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行うため
に必要な移動発電機車、ポンプ（消防自動車に装備されている
ポンプを含む）、ホースおよびその他資機材の配備」と記載して
おり、社内規定にて以下のとおり記載している。

【可搬型ポンプ車】
　　可搬型大型送水ポンプ車：１台
【ホース展張車】
　　ホース延長・回収車（可搬型送水ポンプ車用）：１台

（女川）
大容量送水ポンプⅠ：４台
大容量送水ポンプⅡ：２台
電源車：９台
化学消防自動車：１台

（東通）
化学消防自動車：１台

【福島第一】
・消防車：2台
・消防車：6台
・電源車：4台

【福島第二】
・消防車：2台

【柏崎刈羽】
・消防車：8台※
・大容量送水車：5台※
・電源車：4台※
※設置許可要求台数。必要なホースを含む。

「17条（地震・火災等発生時の対応）」にて以下を記載している。
化学消防自動車：１台

なお、「第17条の２　電源機能等喪失時の体制の整備」で、「電源
機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行う
ために必要な可搬式発電機，可搬式動力ポンプ，ホース及びそ
の他資機材の配備」と記載しており、社内規定にて以下のとおり
記載している。
・可搬式動力ポンプ12台
・災害対策用発電機16台

「17条（地震・火災等発生時の対応）」にて以下を記載している。
化学消防自動車：１台

また，「17条の2（電源機能等喪失時の体制の整備）」で，「電源
機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動を行う
ために必要な可搬式発電機，可搬式動力ポンプ（消防自動車に
装備されているポンプを含む。），ホース及びその他資機材の配
備」と記載しており，対象設備について以下のとおり整理してい
る。

大容量電源車：１台
高圧電源車：５台
消防車：２台

③　①、②のいずれにも該当しな
い可搬ポンプ車、ホース展張車、
電源車等

なし。

（女川）
大容量送水ポンプⅠ：２台
大容量送水ポンプⅡ：２台
電源車：２台
化学消防自動車：２台
大型化学高所放水車：１台

（東通）
電源車：１台
化学消防自動車：１台

【福島第一】
・消防車：4台
・電源車：2台

【福島第二】
・消防車：3台
・電源車：3台

【柏崎刈羽】
・消防車：25台
・大容量送水車：8台
・電源車：16台

※現況としての報告であり、再稼働の進捗により変更となる可能
性がある（ＳＡとした場合は貸与不可になり得る）。

可搬型ポンプ車
・取水ポンプ車×６台（タイヤ式の3台のみ公道走行可）
・大容量送水ポンプ車×２台（公道走行可）
・ＳＦＰスプレイポンプ車×２台（公道走行可）
ホース展張車
・ホース車（200A）×３台（公道走行不可）
・ホース車（300A）×２台（公道走行可）
・ホース車（150Ａ）×２台（公道走行可）
電源車
・交流電源車×５台（公道走行不可）
・直流電源車×２台（公道走行可）
・熱交換器用電源車×１台（公道走行可）
（但し、全ての電源車にトランスなし）

注：本項目は停止プラントとしての現況としての報告であり、将来
再稼働に向けては変更となる可能性がある（ＳＡとした場合は貸
与不可になり得る）。

高圧電源車：３台
消防車：９台
可搬型代替海水ポンプ：３台
ホース延長回収車：２台
低圧電源車：４台
直流給電車：４台

[補足]
・将来再稼働に向けて変更となる可能性あり

赤字　：　①、②いずれも該当
青字　：　①にのみ該当
緑字　：　②にのみ該当

ATENA



可搬型ポンプ等の各社所有台数（2／2）  2023年8月28日

①　災害応援等で自治体から貸
与希望の可能性のある資機材
（可搬型ポンプ車、ホース展張
車、電源車）のうち、原災法に基
づき各社防災業務計画に記載し
ている原子力防災資機材

②　災害応援等で自治体から貸
与希望の可能性のある資機材
（可搬型ポンプ車、ホース展張
車、電源車）のうち、炉規法に基
づき保安規定に記載している資
機材

③　①、②のいずれにも該当しな
い可搬ポンプ車、ホース展張車、
電源車等

赤字　：　①、②いずれも該当
青字　：　①にのみ該当
緑字　：　②にのみ該当

関西 中国 四国 九州 原電

（美浜）
　大容量ポンプ：４台
　送水車：２台
　電源車：６台
（高浜）
　大容量ポンプ：９台
　送水車：９台
　電源車：１８台
（大飯）
　大容量ポンプ：４台
　送水車：４台
　電源車：１０台

「緊急時対応に必要な主な資機材」として以下の通り記載してい
る。必要数および予備数は明記していない。
【可搬型ポンプ車（当社：大量送水車と記載）】
　　大量送水車：１１台
【ホース展張車】
 　　ホース展張車（大型）４台、ホース展張車（中型）４台
【電源車（当社：高圧発電機車と記載）】
　　高圧発電機車：８台

中型ﾎﾟﾝﾌﾟ車：７台
大型ﾎﾟﾝﾌﾟ車：２台
300kVA電源車：３台
75kVA電源車：３台

（　）は予備機を示す。

【玄海】
○可搬型ディーゼル注入ポンプ：4台（2）
○移動式大容量ポンプ車：3台(1)
○化学消防自動車：1台
○小型動力ポンプ付水槽車：1台
○発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）：4台(2)　*1
　*1　内訳は高圧発電機車4台、中容量発電機車2台

【川内】
○可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含
む。）又は 可搬型ディーゼル注入ポンプ：4台（2）　*2
○移動式大容量ポンプ車（840m3/h）：2台(1) 　*3
○移動式大容量ポンプ車（1,320m3/h)：1台(1)　*3
○化学消防自動車：1台
○小型動力ポンプ付水槽車：1台
○ホース展張回収車：2台(1)
○発電機車（高圧、中容量）：4台(2)　*4
　*2　内訳は可搬型電動低圧注入ポンプ4台、 可搬型ディーゼ
ル注入ポンプ2台
　*3　予備1台は兼用
　*4　内訳は高圧発電機車4台、中容量発電機車2台

【東海第二】（関連するもののみ記載）
別表２－１１
化学消防自動車・可搬式動力ポンプ設備：1式
別表２－１３
水槽付消防ポンプ自動車：1台
化学消防自動車：1台
海水利用型消防水利システム：6組
低圧電源車（500kVA）：4台
高圧電源車(1725kVA)：5台

【敦賀】（関連するもののみ記載）
別表２－１１
化学消防自動車・可搬式動力ポンプ設備：1式
別表２－１３
電源車（空冷式非常用発電機）1825kVA：3台
海水利用型消防水利システム：2組
化学消防車：1台
水槽付消防車：1台
水槽付消防車（小型）：1台

（美浜）
　大容量ポンプ：４台
　送水車：２台
　電源車：６台
（高浜）
　大容量ポンプ：９台
　送水車：８台
　電源車：１８台
（大飯）
　大容量ポンプ：５台
　送水車：４台
　電源車：１０台

①については、保安規定（現状）に関連する社内規定に、必要数
として以下の通り記載している。また、社内規定では、防災業務
計画に記載している数を保有数として明確にしている。

【可搬型ポンプ車（当社：大量送水車と記載）】
　　大量送水車：３台
【ホース展張車】
 　　ホース展張車（大型）３台、ホース展張車（中型）３台
【電源車（当社：高圧発電機車と記載）】
　　高圧発電機車：５台

中型ﾎﾟﾝﾌﾟ車：６台
大型ﾎﾟﾝﾌﾟ車：２台
300kVA電源車：２台
75kVA電源者：２台

【玄海】
○可搬型ディーゼル注入ポンプ：4台
○移動式大容量ポンプ車：3台（ＣＶ内自然対流冷却等で2台、放
水砲等で1台）
○化学消防自動車：1台　*5
○小型動力ポンプ付水槽車：1台　*5
○発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）：4台
　 *5　第17条の7（大規模損壊発生時の体制の整備）に関連する
社内規定に記載

【川内】
○可搬型電動低圧注入ポンプ（可搬型電動ポンプ用発電機含
む。）又は可搬型ディーゼル注入ポンプ ：4台
○移動式大容量ポンプ車：3台（ＣＶ内自然対流冷却等で2台、放
水砲等で1台）
○化学消防自動車：1台　*6
○小型動力ポンプ付水槽車：1台　*6
○発電機車（中容量発電機車又は高圧発電機車）：4台
　 *6　第17条の7（大規模損壊発生時の体制の整備）に関連する
社内規定に記載

【東海第二】保安規定17条の2（電源機能等喪失時の体制の整
備）
次の事項の計画を策定し、所長の承認を得る。
・電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動
を行うために必要な電源車※1、ポンプ※2、ホース及びその他
資機材の配備
※1：電源装置と電源装置用運搬車を組み合わせたものを含む
※2：ポンプとは，化学消防自動車，水槽付き消防ポンプ自動車
又は可搬式動力ポンプ設備をいう。
化学消防自動車（可搬式動力ポンプ設備）：1式
水槽付消防ポンプ自動車：1台
高圧電源車（1725kV）：5台
低圧電源車（500kVA）：4台
（海水利用型消防水利システムは社内規定で整備）

【敦賀】保安規定217条の2（電源機能等喪失時の体制の整備）
条文は東二と同じ
化学消防自動車：1台
水槽付消防ポンプ自動車：1台
電源車（空冷式非常用発電機）1825kVA：3台
（海水利用型消防水利システムは社内規定で整備）

（美浜）
　大容量ポンプ：１台
　送水車：２台＊
　電源車：３台＊
　ホース展張車（送水車用）：４台
（高浜）
　大容量ポンプ：１台
　送水車：１台＊
　電源車：２台＊
　ホース展張車（送水車用）：９台
（大飯）
　大容量ポンプ：１台
　送水車：１台＊
　電源車：３台＊
　ホース展張車（送水車用）：４台

＊設置許可要求あり

①の他、建設中の３号機用として以下を保有している。
【電源車（当社：高圧発電機車と記載）】
　　高圧発電機車：６台

中型ﾎﾟﾝﾌﾟ車：３台
中型ﾎｰｽ延長車：２台
大型ﾎｰｽ延長車：２台

【玄海】
○ホース展張車：2台(1)　※防災業務計画へ追加予定

【川内】
なし

【東海第二】
なし
【敦賀】
低圧電源車（500kVA）：4台
（再稼働に向けて変更となる可能性あり）
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